
11 医療的ケア児等支援について
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１．医療的ケア児とは

２．医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
（医療的ケア児支援法）について【令和３年９月施行】

３．医療的ケア児支援関係事業（県障がい者支援課）
（１）医療的ケア児等暮らし安心サポート事業
（２）医療的ケア児地域支援体制強化事業
（３）医療型短期入所事業所等設置支援事業
（４）熊本県生命の応援事業

４．市町村の皆様への依頼事項
（１）協議の場の設置
（２）医療的ケア児等コーディネーターの配置
（３）支援体制の構築

５．その他
１

熊本県の医療的ケア児に対する支援について



〇人工呼吸器や胃ろう等の使用が日常的に必要な児
〇一人ひとり、状態や必要なケアが異なる
〇全国で約２万人（熊本県内では352人（R６調査より））
〇重症心身障害児から動ける医ケア児まで

１．医療的ケア児とは

２



◎医療的ケア児に関する実態調査（R6）より
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（内、未就学児163人）

352人

令和６年度（2024年度）調査

熊本県内の各圏域別の医療的ケア児の人数

（熊本県が市町村等を通じて調査。基準日：R6.5.1）

就学児・未就学児の割合の比較
※人数の色は令和３年度と比べて
増加(赤)、同じ(黒)、減少(青)
の傾向をそれぞれ表記したもの

＊就学児は、文部科学省が県や市町村の教育委員会を通じた調査によるもので、学校において看護職員等が医療的ケアを行っている医療的ケア児
＊未就学児は、市町村が把握している医療的ケア児 ３



４

２．医療的ケア児支援法について



センターや地域の医療的ケア児等コーディネーターの仲介等により、医療的ケア児に係る支援に当たっての協力関係を構築する。
個々の医療的ケア児やその家族への支援を、医療・福祉・教育・（年齢によっては就労）が情報を共有しながら実施。
地域の医療的ケア児やその家族への支援について、どのような支援が必要か、関係機関間で協議を行う。

熊本県医療的ケア児支援センター（イメージ図）

訪問看護
ステーション

学校

保育所
幼稚園

医療的ケア児
（自宅）

市町村
（コーディネーター）

相談支援事業所

地域の
支援体制

地域の医療機関

地域での支援

地域の
課題解決

統括コーディネーター
配置
④地域の支援体制整備
等の助言・支援
⑤地域支援にかかる情
報収集・情報提供

熊本大学病院小児在宅医療支援センター

①相談窓口
②医師・看護師等に向け
た実技指導・研修
③地域の小児医療機関・
学校等への個別支援 等

熊本県医療的ケア児支援センター

※18歳以上も対象

５



６



【熊本県医療的ケア児等支援検討協議会】
① 目的

医療的ケア児の支援に携わる保健、医療、福祉、教育等の関係機関
等の連携体制を構築することにより、医療的ケア児等の地域生活支援
の向上を図る。

② 設置
各分野において医療的ケア児支援を実践している県内関係団体より

推薦を受けた１5人の委員で構成。

③ 協議の内容
・医療的ケア児等とその家族の支援に係る関係機関相互の課題や情報の

共有及び連携の強化
・医療的ケア児等とその家族の支援に係る方策

④ 令和７年度熊本県医療的ケア児等支援検討協議会概要
ア 日時 令和８年３月１６日 開催
イ 議題 熊本県における医療的ケア児等支援の取組みについて

意見交換

（１）医療的ケア児等暮らし安心サポート事業

３．医療的ケア児支援関係事業（県障がい者支援課）

７



１ 統括コーディネーターの配置
① 目的

熊本県医療的ケア児支援センターに統括コーディネーターを配置
し、地域の医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関
係機関及びこれに従事する者に対する研修、助言・連絡調整、情報
提供等を行うことにより、医療的ケア児及びその家族等が身近な場
所において必要な支援を受けることができる体制を構築する。

② 業務内容
ア 医療的ケア児等支援者・コーディネーター養成研修
イ 市町村・関係機関等支援

市町村及び関係機関等に対し、困難事例への相談対応や地域
の連絡会議への参加等により、地域の医療的ケア児支援体制の
構築に必要な助言・連絡調整等を行う。

ウ 情報提供
地域の医療的ケア児の状況やニーズ等を把握し、関係機関等

への情報提供を行う。

（２）医療的ケア児地域支援体制強化事業

８



２ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修
① 目的

医療的ケア児等が地域で安心して暮らしていけるよう、支援を総合調整す
るコーディネーターを養成するための研修を行い、医療的ケア児等の地域生
活支援の向上を図る。

② 研修対象
市町村保健師、訪問看護師、相談支援専門員等、今後地域においてコー

ディネーターの役割を担う者。
③ 令和７年度実績

〇養成研修修了者：３９人
⇒ 県ホームページにこれまでの研修修了者名簿を掲載しています。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/2010.html
〇コーディネーター・フォローアップ研修受講者：２２人

３ 医療的ケア児等支援者養成研修
① 目的

医療的ケア児等が地域で安心して暮らしていけるために、支援が適切に行
える人材を養成し、医療的ケア児等の地域生活支援の向上を図る。

② 研修対象
地域の事業所等で医療的ケア児等を支援している者、および今後支援を予

定している者。
③ 令和７年度実績 研修受講者：１４７人（熊本市・熊本県） ９



医療的ケア児等コーディネーター養成研修 コーディネーター・フォローアップ研修
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医療的ケア児等支援者養成研修
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① 目的
在宅で重度障がい児（者）の介護を行っている家族のレスパイトケア

を図るため、医療的ケアが必要な重度障がい児（者）を受け入れる事業
所に対し、備品の購入費の一部及び事業所において、常時の付き添いな
どの特別な支援を行った場合に要した費用の一部に対する助成を行うこ
とにより、事業所の設置運営を支援することを目的とする。

② 補助の対象
医療的ケアが必要な重度障がい児（者）を当該年度中に新たに受け入

れる次の事業所。
・医療型短期入所事業所 ・児童発達支援事業所
・放課後等デイサービス事業所
・生活介護事業所 ・日中一時支援事業所

（３）医療型短期入所事業所等設置支援事業

12



③ 補助対象経費及び補助率
ア 備品購入費助成

〇補助対象：・受け入れのために必要となる送迎用自動車
・医療用機器等の備品の購入費の一部

監視用テレビモニター、電動ベッド、マットレス、吸
引器、パルスオキシメーター（血中酸素飽和度を表示
する機器）等の医療的ケアを行うにあたって必要とな
る機器等

〇補 助 率：県3/4 事業者1/4
〇補助基準額：送迎用自家用車購入を含む場合は7,000千円以内、含ま

ない場合は2,000千円以内。

イ 運営費助成 ※医療型短期入所事業所のみ
〇補助対象：特別な支援が必要な重度の障がい児・者の受け入れに際

し、障がい特性に応じて、ヘルパーの派遣による常時付
き添い等の特別な支援を行った場合に要した費用の一部
（開設から１年以内に限る）

〇補助率：県10/10
〇補助基準額：１日ヘルパー１人あたり20千円（補助上限額：960千円）
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１ 目的
熊本県内の新生児集中治療室を有するNICU医療機関でのケアから移行し

在宅（県内）で常時人工呼吸器を装着している医療的ケア児(＊)に対して、
災害時において生命維持に必要不可欠となる非常用電源装置を確保するこ
とにより、医療的ケア児とその家族が地域で安心して暮らせるよう在宅へ
の円滑な移行を支援する。

熊

本

県

貸与

非常用電源装置
※常時人工呼吸器を装着し
ている医療的ケア児が生活

NICU医療機関から
在宅へ移行

２ 内容（※ご相談や申請の受け付けを令和７年(2025年)10月31日から開始）

【期間は最長で５年間】

熊本県医療的ケア児支援
センターへ業務を委託

（主な条件）

・装置の稼働に必要な保
守管理費用は利用者の負
担
・居住地市町村において、
非常用電源装置確保への
助成制度がある場合には
そちらの活用を優先
・貸与開始後６か月以内
に居住地市町村へ個別避
難計画の作成を申請

＊医療的ケア児：日常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、その他の医療行為）が
必要なこどもをいいます。

（４）熊本県生命(いのち)の応援事業
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市町村医療的
ケア児

事業
利用
申請

電源装置の必要
性、対象装置と
の適合性等を確
認し、決定（承
認・却下）

※在宅で常時
人工呼吸器を
装着

①-2①-1 ②-1 ②-2

電源装
置貸与

※医療的ケア児が生活

在宅へ

電源装
置貸与
申請

個別避難計画
作成申請

③

熊本県医療的ケア児支援センター

保護者

熊本県

委託
必要に
応じて
支援

３ 事業スキーム

15

医療機関
《NICU等で医療的
ケア児をケア》

４ 期待される効果
〇NICU等で医療的ケア児をケアする医療機関

…医療的ケア児の早期の円滑な在宅移行への支援につながる

〇在宅で常時人工呼吸器等を装着する医療的ケア児
…災害時の生命の危機への不安が軽減される

〇市町村
…個別避難計画作成の促進に資する
…医ケア児受け入れ態勢を早期に整えることに資する



【熊本県ホームページの掲載先】
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/250072.html 16



１ 設置目的
医療的ケア児とのその家族を地域で支えられるようにするため、障がい福祉、母子保健、保育、教

育、防災等の医療的ケア児等支援に関わる行政機関や事業所等の担当者が一堂に会し、地域の課題や
対応策について継続的に意見交換や情報共有を図るために設置する。

２ 協議内容
医療的ケア児とその家族（以下「医療的ケア児等」という。）への支援体制に関する以下の協議を

行い、市町村等の施策・取組みに反映する。
１）関係機関相互の課題や情報の共有及び連携強化に関すること
２）地域の実情に応じた支援体制の整備に関すること
３）その他

３ 構成
１）設置者：市町村（圏域単位で開催も可）
２）開催方法

新規設置のほか、既存の協議体（療育ネットワーク
    会議等）を活用し、開催する。

３）委員
以下のような関係者で委員を構成。
・医療的ケア児等の団体 ・医療機関
・医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関

４ 議題
１）地域の状況について

① 各機関の状況・課題・取り組みに係る概要説明
② 意見交換

２）その他

協議の場
訪問看護

ステーション

学校
保育所
幼稚園

市町村
（コーディネーター）

相談支援事業所

地域の支援体制

地域の医療機関

地域の課題
共有・検討

（１）協議の場の設置

４．市町村の皆様への依頼事項
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１ 医療的ケア児等コーディネーターの役割
・医療的ケア児等の相談支援業務
（基本相談、計画相談、地域の課題解決）
・支援者へのスーパーバイズとリスクマネージメント
・地域に必要な資源等の改善、開発
・多職種連携による支援体制構築

２ 求められる資質
・専門的知識と経験の蓄積
・支援機関の協力体制の構築力

３ 想定される職種
・相談支援専門員、訪問看護師、保健師等

厚生労働省「医療的ケア児等コーディネーター養成研修 実施の手引き」参照

⇒ 様々な職種の医療的ケア児等コーディネーターの役割をまとめて記載

（２）医療的ケア児等コーディネーターの配置
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【医療的ケア児支援にかかる市町村の主な役割】

・主な関係部署
障がい福祉、母子保健、保育、教育、防災

・医療的ケア児支援の主な業務
① NICUからの在宅移行支援
② 障害福祉サービスの導入支援
③ 保育所等への入所支援
④ 小中学校等への就学支援
⑤ 就労・生活支援
⑥ 災害時の避難に関する相談支援

（※個別避難計画の作成や避難訓練の実施等）

※協議の場等を活用し、地域の課題を共有する。

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた
めの基本的な指針【令和８年こども家庭庁・厚生労働省告示第４号改正】第一 四参照

（３）支援体制の構築

19



20

市町村の医療的ケア児等コーディネーターの役割

NICU

【 市町村の主な役割 】

① NICUからの在宅移行支援

② 障がい福祉サービスの導入支援

③ 保育所等への入所支援

④ 小中学校等への就学支援

⑤ 就労・生活支援

保育所
等

小・中学校

特別支援学校

高校 一般就労

就労支援事業所等

児童発達支援 放課後等デイサービス 生活介護

短期入所・日中一時支援・居宅介護

【ライフステージと関係支援機関】

１ 総合的な相談窓口

２ 市町村の役割に係る連絡・調整

３ 地域に必要な資源等の把握・開発
（医療機関・福祉施設・保育所等）

４ 個別支援にかかる情報共有
（保健師、訪問看護師、相談支援専門員）

市町村コーディネーターの主な役割

出生 乳幼児期 学童期 成人

※協議の場等を活用し、地域の課題を共有する。

⑥ 災害時の避難に関する相談支援



21



https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66771.html

〇社会保障審議会障害者部会(第153回)・こども家庭審議会障害
児支援部会（第17回）合同会議の資料より抜粋
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〇社会保障審議会障害者部会(第153回)・こども家庭審議会障害
児支援部会（第17回）合同会議の資料より抜粋
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〇社会保障審議会障害者部会(第153回)・こども家庭審議会障害
児支援部会（第17回）合同会議の資料より抜粋
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〇社会保障審議会障害者部会(第153回)・こども家庭審議会障害
児支援部会（第17回）合同会議の資料より抜粋

26



〇障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施
を確保するための基本的な指針の全部を改正する件（令和
８年こども家庭庁・厚生労働省告示
第４号）【新旧対照表】より抜粋

27

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な
指針第一 四 【令和８年こども家庭庁・厚生労働省告示第４号による改正】

４ 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
（一）重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の充実

（前略）市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成され
た相談支援専門員、保健師、訪問看護師等の配置を促進することが必要である。このコー
ディネーターは、医療的ケア児等が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総
合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参画し、地域における課題
の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児等に対する支援のための地域づく
りを推進するといった役割を担う必要がある。

具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の在宅生活を見据え、医療的ケア児
とその家族の状況を踏まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要とする医療的ケア
の状況を踏まえた上で、個々の発達段階に応じた発達支援を行うとともに、家族支援を含
めた医療的ケア児の「育ち」や「暮らし」の支援に当たって、保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の多職種が協働できるよう支援の調整を図り、医療的ケア児とその家族が抱え
る課題解決に向けた個別支援を行うほか、地域で医療的ケア児の育ちを保障するため、協
議の場を活用した社会資源の開発・改善を行う等の役割が求められる。

このため、コーディネーターについては、医療的ケア児等に関するコーディネーターを
養成する研修を修了するとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研修を受講すること
が望ましい。なお、市町村単独での配置が困難な場合には、圏域での配置であっても差し
支えない。
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１ R8年度の市町村医療的ケア児支援関係課研修会
【第１部】市町村担当者研修会

〇日 時 令和８年８月２６日（水）
１０時００分～１１時３０分

〇開催方法 オンライン及び集合研修（県庁地下大会議室）
〇参加対象 障がい福祉、母子保健、保育所、防災の各所管課及び教育員会

の職員、市町村に配置された医療的ケア児等コーディネーター、
その他関係職員

【第２部】児童発達支援センターとの合同研修会
〇日 時 令和８年８月２６日（水）

１３時００分～１４時２０分
〇開催方法 集合研修（県庁地下大会議室）
〇参加対象 市町村に配置された医療的ケア児等コーディネーター、障がい

福祉の職員（業務の都合により出席できない場合は、母子保健、防災
などの所管課）

２ R8年度の医療的ケア児等コーディネーター養成研修
〇日 時 令和８年１０月２２日（木）、２３日（金）
〇会 場 くまもと県民交流館パレア パレアホール
〇参加対象 保健師、訪問看護師、相談支援専門員等

（市町村や事業所において医療的ケア児及びその家族支援の中核的な役割を担う人材）

５．その他
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